
(様式例第11)

山形県知事吉村美栄子殿

氏名地方独立行政法人

山形県・酒田市病院機木'
(日本海総合病院)

日本海総合病院の地域医療支援病院の業務報告について

標記について、医療法第12条の2の規定に基づき、令和5年度の業務に関して報告します。

1 開設者の住所及び氏名

住所

申請者

日総病第154号

令和6年8月29日

氏名

住所山形県酒田市あきほ町30番地

〒998-8501

山形県酒田市あきほ町30番地

(注)開設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

法人の名称を記入すること。

名称

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構

2

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院

3

記

所在の場所

〒998-8501

4

山形県酒田市あきほ町30番地

病床数

精神病床

一床

感染症病床

5 施設の構造設備

4床

結核病床

一床

療養病床

電話(0234) 26-2001

一床

一般病床

626床

合計

630床



施設名

集中治療室

(主な設備)

HCU 病床16 1CU 病床8

除細動器、ペースメーカー、心電計、呼吸循環監視装置、人工呼吸器、

経皮的酸素分圧監視装置、酸素濃度測定装置、微量輸液装置、超音波診断装置、
心電図モニター、血液ガス分析装置、人工透析装置、気管支ファイバー、

経皮的心肺補助装置、連続心拍出量測定装置、熱傷べッド、スケールヘッド、
大動脈内バノレーンパンピング

検体検査室

(主な設備)

卓上遠心機、卓上冷却遠心機、純水製造装置、生化学自動分析装置、免疫発光測

定装置、血糖分析装置、HbAI0測定装置、多項目自動血球分析装置、血液凝固自

動分析装置、塗抹標本作製装置、血液ガス分析装置、赤血球沈降速度測定装置、
浸透圧測定装置、全自動尿分取装置、尿総合分析装置、便潜血測定装置

微生物検査室

設備概要

(主な設備)

全自動細菌同定感受性検査システム、微生物質量分析装置、全自動遺伝子解析装

置、血液培養自動分析装置、バイオハザード対策用キャビネット、プログラム低

温恒温器、バイオハザード遠心機、超低温フリーザー、光学顕微鏡、高圧蒸気滅
菌器

病理検査室

病理解剖室

(主な設備)

自動固定包埋装置、全自動HE染色装置、自動染色装置、自動ガラス封入装置、パ

ラフィン包埋装置、ドラフトチャンバー、安全キャビネット、液状化標本作製装
置、卓上遠心機、自動免疫染色装置、クリオスタット、光学顕微鏡、ミクロトー

ム、遠心分離機、臓器撮影装置、蛍光顕微鏡

研究室

(第二会議室)

(主な設備)

解剖台、死体保管用冷蔵庫、臓器撮影装置

講堂

(主な設備)

机、椅子、ワイヤレスマイク、モニター、音響設備、ホワイトボード、

プロジェクター、シャウカステン

図書室

救急用又は患者

搬送用自動車

室数

医薬品情報管理室

室数

(注)主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。

室

(主な設備)

救急車(酸素設備、吸引機)

室

収容定員 200人

[専用室]

蔵書数 6,081冊(単行書)

床面積 26.811t

保有台数 台



(様式例第12)他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されている

ことを証する書類及び救急医療の提供実績

1.地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率

地域医療支援病院

紹介率

地域医療支援病院

逆紹介率

算出

根拠

A 紹介患者の数

71.0%

B 初診患者の数

1

C

「地域医療支援病院紹介率」欄は、 AをBで除した数に100を乗じて、小数点以下第1位ま
で記入すること。

「地域医療支援病院逆紹介率」欄は、 CをBで除した数に100を乗じて、小数点以下第1位

まで記入すること。

それぞれの患者数については、前年度の延数を記入すること。

99.3%

逆紹介患者の数

2

算定

期間

3

2023年4月1日~2024年3月31日

13,470人

18,967人

18,838人

)
)
)

(
(
(



2

優先的に使用できる病床

重症救急患者のための病床の確保状況

専用病床

(注)一般病床以外の病床を含む場合は、病床区分ごとに記載すること。

3 重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設の概要

施設名

救命救急センター

床面積 設

849.1m

備

(主な設備)

エックス線一般撮影装置

超音波診断装置

FPD搭載回診用エックス線撮影装置

高規格救急車伝送心電図等受診装置
モニタリングシステム

概

放射線撮影室

要

(主な設備)

エックス線CT装置

デジタルエックス線一般撮影装置

磁気共鳴断層撮影装置

循環器系エックス線診断装置

乳房エックス線撮影装置

泌尿器用エックス線テレビ装置

ガンマカメラシステム

脳腹部血管撮影システム

心臓カテーテノレ検査データシステム
フルデジタルガンマカメラ

アフターローディング

体外衝撃波結石破砕装置

リニアック

1,894.7511f

24床

24時間使用の可否

0床

内視鏡検査室

生理検査室

可

648.311f

臨床検査室

(主な設備)

気管支ビデオスコープ超音波観測システム
ハイビジョンビデオスコープシステム

デジタノレエックス線テレビシステム

301.4m

(主な設備)

医用サーモグラフィ装置

血圧脈波検査装置

心電図データマネジメントシステム

696.2m

可

(主な設備)

血液検査システム

心臓用超音波診断装置

自動採血管準備装置

病理顕微鏡システム

可

可

可



集中治療室

(1 CU ・ HCU)

(主な設備)

HCU 病床16

ICU 病床8

除細動器

ペースメーカー

、t.'、乍言言十

呼吸循環監視装置

人工呼吸器

経皮的酸素分圧監視装置、

酸素濃度測定装置

微量輸液装置

超音波診断装置

心電図モニター

血液ガス分析装置

人工透析装置

気管支ファイノ叉一

経皮的心肺補助装置

連続心拍出量測定装置

熱傷べッド、

スケーノレヘッド

大動脈内バノレーンパンピング

678. om

4 備考

山形県救急告示病院(二次救急医療、三次救急医療)令和5年4月1日から令和8年3月31日

(注)特定の診療科において、重症救急患者の受入体制を確保する場合には、その旨を記載すること。

既に、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき都道府県知事の救急病院

の認定を受けている病院、救急医療対策の設備事業について(昭和52年7月6日付け医発第692

号厚生省医務局長通知)に基づき救急医療を実施している病院にあっては、その旨を記載するこ

と。

5 救急医療の提供の実績

救急用又は患者輸送自動車により搬入した

救急,患者の数(※へリ含む)

可

上記以外の救急患者の数

(注)それぞれの患者数については、前年度の延べ数を記入すること。

括弧内には、それぞれの患者数のうち入院を要した患者数を記載すること。

6

合計

救急用又は患者輸送用自動車

救急用又は患者輸送用自動 1台

4,454人

(2,231人)

16,046人

(2,フ72人)

20,500人

(5,003人)



(様式例第14)地域医療従事者による診療、研究又は研修のための利用(共同利用)のための体制
が整備されていることを証する書類

1 共同利用の実績

① 令手叫年度共同利用医療機関延べ数

・施設共同利用医療機関延べ数

・機器共同利用医療機関延べ数

上記①の医療機関のうち、開設者と直接関係のない医療機関

・施設共同利用医療機関延べ数

・機器共同利用医療機関延べ数

②

(注)前年度において共同利用を行った実績がある場合において、当該前年度の共同利用を行った医

療機関の延べ数、これらの医療機関のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数、共同利用

に係る病床の病床利用率を明記するとと。

2 共同利用の範囲等

①磁気共鳴断層撮影装置(MRD

②コンピュータ断層撮影装置(CT)

③陽電子放出断層撮影装置(P訂/CT)

④ラジオアイソトープ検査装置(RT)

⑤その他病院長が認めた医療機器装置

⑥建物の一部

(注)当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具のうち、共同利用の対象とする予定

のものを明記すること。

3 共同利用の体制

ア共同利用に関する規定の有無有・無

イ利用医師等登録制度の担当者名 ^
職種:^

(注)共同利用に関する規定が有る場合には、当該規定の写しを添付すること。

登録医療機関の名簿4

2,800件

9件

2,791件

医療機関名

※別紙のとおり

2,800件

9件

2,791件

注当該病院と同一の2次医療圏に所在する医療機関のみ記入すること。

開設者名

常時共同利用可能な病床数

住 所 主たる診療科名
地域医療支援病院開設者との経営
上の関係

3床(HC山



網的)

第1条地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院(以下珀本海
総合病院」という。)は、地域住民への質の高い医療サービスを提供するため酒田地

域の医療機関等との病診連携並びに病病連携を図り、酒田地域の医師、歯科医師、

看護師、その他医療従事者(以下「医療従事者」という。)の相互研鎖及び情報の共

有を図ることを目的として医療連携登録医制度運営要綱を定める。

日本海総合病院

(登録医制度の内容)

第2条登録医制度の類型及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)紹介入院患者共同診療制度

医療連携登録医制度に登録された医療機関(以下「医療連携登録医療機関」とい

う。)から紹介され入院した患者の診療について、かかりつけ医である登録医と日本

海総合病院主治医が共同して当該患者の検査、処置、指導を行うこと(以下「共同

診療」という。)により、退院後のかかりつけ医への円滑な診療につなげることを目

的とする。

(2)医療機器共同利用制度

医療連携登録医療機関から検査目的で紹介された患者の検査について、かmりつ

け医である登録医と日本海総合病院医師が日本海総合病院の医療機器を共同利用す

ること(以下「医療機器共同利用」という。)により、検査後のかかりつけ医の円滑

な診療につなげることを目的とする。

(3)研究及び研修部門利用制度

医療連携登録医療機関の医療従事者へ日本海総合病院が開催する研究会及び研修

会並びに日本海総合病院を広く開放することにより、資質向上並びに相互研鎭を行

うこと(以下「研究医及び研修部問利用制度」という。)を目的とする。

医療連携登録医制度運営要綱

(登録医制度の利用)

第3条登録医制度の利用にあたって、「地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日

本海総合病院医療連携登録医登録(変更)申請書」(様式1)(以下「登録医登録(変

更)申請書」という)により、医療機関単位で事前に登録申請をしなければならな
し、

2 登録事項に変更が生じた場合は、その事項を「登録医登録(変更)申請書」によ

り変更申請をしなけれぱならない。

(登録の決定及び登録証の交付)

第4条'登録医制度の利用決定は日本海総合病院長が行う。

2日本海総合病院長は、利用決定を行った場合、医療連携登録医療機関に対して「地
方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院医療連携登録証」(様式2)

を交付し、「医療連携登録医制度登載通知書」(様式3)を送付する。

3 紹介入院患者共同診療制度及び医療機器共同利用制度を利用する医師又は歯科医

師については、「医療連携登録医制度登録医師証」(様式4)を発行する。

(登録の期間)

第5条炊の各号いずれかに該当した場合は、登録医を辞退するものとする。
(1)登録医が保険医でなくなったとき

(2)登録医制度の利用について継続しがたい事由が生じたとき



(登録医制度の利用対象施設及び医療機器)

第6条医療連携登録医療機関からの紹介入院患者の共同診療施設として、日本海総

合病院内病棟に専用病床3床を確保する。

2 医療連携登録医療機関から紹介された患者の検査にあたって、医療機器共同利用

を行う医療機器は次の各号の掲げる装置とする。
(1)磁気共鳴断層撮影装置(MR D

(2)コンピュータ断層撮影装置(CT)

(3)ラジオアイソトープ検査装置(R I)

(4)その他病院長が認めた医療機器装置

3 医療連携登録医療機関の医療従事者に対して、研究及び研修部門利用制度で開放

する施設は、日本海総合病院の図書施設とする。

(共同利用の実施手順)

第7条、登録医が共同診療を行おうとする場合は、事前に「入院患者共同診療申込書」

(様式5)を提出しなけれぱならない。

2 登録医が医療機器共同利用を行おうとする場合は、「医療機器共同利用申込書」(様

式6)を提出しなければならない。

3 共同診療または医療機器共同利用を終了した後には「入院患者共同診療・医療機

器共同利用実施記録書」(様式7)により、診療・検査内容等を記録しなければなら
ない

(利用時間及び遵守事項)

第8条共同診療または医療機器共同利用は、祝日、休日を除く月曜日から金曜日の

8時30分から17時15分の時間内とする。ただし、病院長が認めた場合は、こ

の限りではない。

2 登録医は、共同診療・医療機器共同利用を行う際、白衣及び「医療連携登録医制

度登録医証」を着用しなければならない。

(共同利用に係る経費)

第9条共同診療又は医療機器共同利用を行う際の諸費用、機器使用料は、日本海総

合病院の負担とし、登録医に対しての請求は行わない。ただし>患者に負担を求め

ることができない費用等が生じた場合は、協議の上請求する場合がある。

2 登録医が行う共同診療又は医療機器共同利用に対する報酬や旅費等の支給は行わ

ない。

(医療情報の共有)

第10条共同診療又は医療機器共同利用に際し、登録医は日本海総合病院内電子力

ルテを閲覧し、紹介患者の医療情報を得ることができる。

2 登録医は医療情報ネットワーク協議会ちょうかいネットに積極的に参加し、紹介

患者の医療情報の共有化を図ることとする。

(実施細貝ID

第11条医療連携登録医制度の運営にあたっての運用方法等については、

合病院が別に定める。

附則

(施行期田

本要綱は、平成24年8月1日から施行する。

、

日本海総



NO 医療機関名

丸岡医院

登録医療機関の名簿

2 吉田医院

3 医療法人尾形内科胃腸科医院

4 本間医院

5 阿部内科胃腸科医院

6 山原整形外科クリニック

7

医師名

浅野内科クリニック

8 酒井医院

9 さとう小児科医院

10

丸岡喬

さとう内科クリニック

11

、

高木整形外科クリニック

12

尾形

石沢内科胃腸科医院

本田陽子

13

酒田市松原南15-1

住

ほんま内科胃腸科医院

阿部正和

14

酒田市本町1-2-6

こども医院さいとう

山原愼一

15

酒田市みずほ1-2-28

所

しょうない眼科

浅野正二

16

酒田市南千日町10-48

医療法人社団池田内科医院

酒井朋久

17

東田川郡庄内町南野字南浦95-1

いくま内科胃腸科クリニック

佐藤寛明

18

酒田市大宮字一貫野82

サイトー内科

主たる診療科名

19

酒田市あきほ町653-9

佐藤顕

くろき脳神経クリニック

高木信博

20

酒田市相生町2-5-40

健生ふれあいクリニック

21

酒田市新井田町1-3

石澤優

内科、消化器科

池田外科・胃腸科医院

本間清和

22

酒田市東泉町1-12-50

冨樫クリニック

地域医療
支援病院
開設者と

の経営上
の関係

斎藤慶一

23

酒田市亀ケ崎7-1-30

土谷大仁朗

土門医院

内科

内科、胃腸科

24

酒田市亀ケ崎2-2-57

上田診療所

内科、婦人科

池田眞人

25

共同利
用類型
施設 1
機器

酒田市光ケ丘2-4-18

内科、胃腸科

医療法人誠山会大山内科循環器クリニック

26

酒田市松原南11-21

井熊仁

無

石黒内科医院

齋藤好正

27

酒田市大宮町1-4-17

整形外科

盆

岡田内科循環器科クリニック

゛,尾、

28

酒田市広野字末広105-4

黒木

内科、循環器科

1 ・ 2

無

真田医院

内科

29

酒田市錦町5-32-698

本間卓

1 ・ 2

無

菅原外科内科医院

池田利史

30

酒田市一番町9-9

小児科

1 ・ 2

無

医療法人西尾医院

冨樫尚子

31

酒田市富士見町3-2-3

1 ・ 2

霊

山容病院

内科

'ι亀、

32

酒田市泉町1-16

土門斉

整形外科

1 ・ 2

^

松浦内科医院

内科、胃腸科

矢島恭一

゛'、、

33

酒田市上安町1-80-28

1 ・ 2

かめがさき整形外科

内科、胃腸科

大山武紹

34

酒田市本町3-10-5

1 ・ 2

無

医療法人外科内科渡邊クリニック

石黒昌生

35

飽海郡遊佐町庄泉字開元65

小児科

1 ・ 2

無

さくらこころのクリニック

岡田恒弘

36

酒田市上野曽根字上中割73

1,2

さかい往診クリニック

眼科

37

酒田市亀ケ崎3-8-11

眞田

1,2

霊

かとう医院

内科

菅原貴子

内科胃腸科

゛'鳥、

38

酒田市東中の口町3-2

1 ・ 2

無

奥山医院

神経内科、脳神経外科、内科

39

酒田市東大町3-38-3

西尾彰

1 ・ 2

佃

水戸部クリニック

内科

小林和人

i,'、

酒田市浜田1-フ-56

内科、循環器内科

1 ・ 2

酒田市東大町1-10-6

松浦周

1 ・ 2

無

外科、胃腸科

安田健一

酒田市亀ケ崎2-4-12

内科、神経内科

1 ・ 2

無

内科、泌尿器科、消化器内科

渡邊公伸

酒田市浜松町1-フ

1 ・ 2

酒田市こあら2-3-9

荒木桂

1 ・ 2

鉦

外科、胃腸科

坂井庸祐

J,1、

酒田市亀ケ崎3-2-13

1 ・ 2

加藤久仁彦

循環器内科

酒田市亀ケ崎3-2-1

1 ・ 2

^

奥山綏夫

J弔、、

酒田市東大町2-6-4

1 ・ 2

水戸部勝幸

内科

循環器内科

酒田市みずほ2-20-フ

、

内科、消化器科

1 ・ 2

外科、内科、消化器科

東田川郡庄内町余目字町15-1

1 ・ 2

鉦゙
'亀、

東田川郡庄内町狩川字小野里117

皮膚科J必尿器科

1 ・ 2

酒田市駅東2-6-11

1 ・ 2

精神科、内科

1 ・ 2

1 ・ 2

内科

整形外科

1 ・ 2

外科、内科

精神科、心療内科

1 ・ 2

1 ・ 2

内科、外科

内科、循環器科

1 ・ 2

1 ・ 2

泌尿器科、内科、皮膚科

内科、外科

1 ・ 2

盆
'11、

1 ・ 2

1 ・ 2

佃
'1鳥、

1 ・ 2

毎゙
■1、

1 ・ 2

1 ・ 2

1 ・ 2

1 ・ 2

吉田元

無

無

無

淳

無

浩

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

亮

無

無

無



(様式例第15)

1 研修の内容

・緩和ケア関係研修会

認知症疾患医療センター関係研修会.

地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明

・地域連携パス研修会

・院内感染対策関係研修会

祷癒対策関係研修会

2 研修の実績

(1)地域の医療従事者への実施回数

(2)(1)の合計研修者数

(注)

(注)

10回

研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれるものを記入すること。

(2)には、前年度の研修生の実数を記入すること。

3 研修の体制

ア研修プログラムの有無

イ研修委員会設置の有無

ウ研修指導者

1回

1回

院内Ⅱ2名

6回

院内570名

2回

院内24名

院内2,331名

研修指導者氏名

※別紙のと給り

院外Ⅱ3名

院内52名

院外129名

院外17名

忠

院外104名

職

計225名

院外1名

計699名

種

計U名

計2,435名

(注)教育責任者については、特記事項欄にその旨を記載すること。

診療科

計53名

3,453名(うち院外364名)

役職等

20回

臨床経験数

年

特記事項

年

年

年

年

年

年

年

無
無

1
2



4 研修実施のための施設及び設備の概要

施 設 名 床面積

第二講堂

182.3m

(主な設備)

机41脚、椅子167脚、演台1台、スクリーン2枚、

音響設備一式、マイクスタンド6本、
マイク(ワイヤレス4本)

備

'第一会議室

概

123.7m

要

(主な設備)

机25脚、椅子100脚、演台1台、音響設備一式、
マイクスタンド2本、マイク(ワイヤレス2本)

第二会議室

56. om

(主な設備)

机9脚、椅子50脚、プロジェクター1台、

ホワイトボード2台

第三会議室

74.9m

(主な設備)

机15脚、椅子5明却、マイク(ワイヤレス2本)、モニター、

音響設備一式、ホワイトボード1台、プロジェクター1台、

シャウカステン1台

医局会議室

54.5m

(主な設備)

机15脚、椅子5明却、テレビ1台、ホワイトボード1台

スクリーン1枚

40.7m
(主な設備)

机10脚、椅子30脚、プロジェクター1台、シャウカステン1台

設

堂
一
三



(目的)

第1条日本海総合病院における教育研修に関する事項を審議することを目的として、教育研修

委員会(以下「委員会」という。)を置く。

絲且織)

第2条委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1)研修担当指導医(若干名)

(2)医師(若干名)

(3)看護部長

(4)事務局長

(5)薬局長

(6)検査部技師長

(フ)放射線部技師長

(委員の委嘱)

第3条委員は院長が委嘱する。

(審議事項)

第4条委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1)臨床研修医の研修に関すること。

(2)地域医療研修及び院内各種研修に関すること。

(3)図書室の管理・運営に関すること。

(4)図書室の予算に関すること。
(5)図書室の集書方針に関すること。

(6)図書資料の選定に関すること。

(フ)図書の廃棄・除籍に関すること。

(8)その他必要な事項

(委員長)

第5条委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会の互選により選出し、院長の了承を得て決定するものとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第6条委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長に.事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(委員会の開催)

第7条委員会は、年2回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することがで

きる。

(委員以外の出席)

第8条委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

俳艮告)

第9条委員長は、委員会の結果を速やかに口頭で委員長に報告し、追ってその概要を取りまと

め回覧するものとする。

(承認)

第10条院長は、前条の会議の結果を運営会議にかけさせ承認を得るものとする。

(事務)

第11条委員会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会において

、"

教育研修委員会規程



別に定めることができる。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する'

附則(平成28年4月2 8日改正)

この改正規程は、平成28年4月1日から施行する



(様式例第1田

管理責任者氏名

管理担当者氏名

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法

病院長橋爪英二

診療に関する諸記録

病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手

休信己録、看護記録、検査所見記録、エック

ス線写真、紹介状、退院した患者に係る入

院期間中の診療経過の要約

各担当部署

共同利用の実績

病院の管
理及び運

営に関す

る諸記録

保管場所

救急医療の提供の実績

地域の医療従事者の資質の向上

を図るための研修の実績

電子カルテと病歴管理室

(カルテ庫)

各担当部署

閲覧実績

、

紹介患者に対する医療提供及び

他の病院又は診療所に対する患

者紹介の実績の数を明らかにす

る帳簿

(注)「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理

方法の概略を記入すること。

刀

電子カルテ

類

電子カルテ

研修会を実施した

各委員会等

方

患者毎に保管管理

法

医事課及び電子カルテ

患者毎に保管管理

患者毎に保管管理

医事課

委員会毎に保管管理

日別及び患者毎に保管管理

月別及び診療科毎に

保管管理



(様式例第17)

閲覧責任者氏名

閲覧担当者氏名

閲覧の求めに応じる場所

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類

閲覧の手続の概要

日本海総合病院に患者を紹介しようとする医師、歯科医師及び地方公共団体から医療法第22条第2

号又は第3号に掲げる諸記録の閲覧を求められた時は、医療法第16条の2第5号に基づき対応する。

【閲覧の手続き】

①「閲覧申出書」により閲覧を申し出る。

②閲覧日取扱は、月曜日から金曜日(国民の祝日及び休日並びに年末年始日は除く)までの

午前9時から午後4時までとする。

③閲覧場所については、医事課で行う。

【庄内医療情報ネットワーク(ちょうかいネット)】
庄内医療情報ネットワーク(ちょうかいネット)において、共同診療又は医療機器共同利用に際

し、登録医は当院内電子カルテの閲覧と紹介患者の医療情報を得ることが可能である。また、登録

医は医療情報ネットワーク協議会への積極的な参加を促し、紹介患者の医療情報の共有化を図って

いる。

医事課長榊原伸能

医事課

<n

前年度の総閲覧件数

閲 覧 者

医師

別
歯科医師

地方公共団体

その他

0件

0件

0件

0件

0件



(名称)

第1条この協議会は、庄内医療情報ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条協議会は、地域内の関係医療機関及び介護事業所等がそれぞれの保有情報を共有するこ

とにより、患者さんに急、性期から回復期を経て在宅医療にいたるまで一貫した治療方針のもと

に、切れ目ない医療・介護サービスを提供できる地域医療連携体制を推進することを目的とす

る。

庄内医療情報ネットワーク協議会規約

(事業)

第3条協議会は第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(D 医療情報共有化の推進

(2)地域医療連携パス運用の推進

(3)医療情報共有化システムの開発

(4)知的所有権の管理に寄与する事業

(5)その他本協議会の目的にあった事業

(構成団体、役員)

第4条協議会に次の役員を置き、委員の構成団体、機関並びに役員は卿絲氏のとおりとする。

(D 会長 1名

(2)副会長 1名

(3)監事 3名

2 役員は委員の互選によって選定する。

(職務)

第5条会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、職務を代行する。

3 監事は、協議会の財産の状況並びに決算を監査する。

(任期等)

第6条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会員の入会)

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、別に定める利用者登録申請書により、会長に申し込む。

3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人に



その旨を通知しなければならない。

(会員の退会及び資格喪失)

第8条会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

2 会員が次の各号のーに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。

(D 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(2)除名されたとき。

3 会員が次の各号のーに該当するにいたったときは、協議会の議決により、これを除名するこ

とができる。

(D ちょうかいネット運用規程に違反したとき。

(2)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(協議会の開催)

第9条会長は必要に応じ委員を招集し、協議会を開催する。

2 協議会の議長は会長とする。

3 協議会の議決は出席した副会長及び委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の

決するところによる。

(検討委員会)

第10条会長は第3条の事業を達成するために、検討委員会を組織することができる。

2 検討委員会の長は会長が指名し、その構成員は検討委員会の長が指名した者で構成する。

協議会の会計事務並びに契約事務は「地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構会計

「地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構会計規程実施規程」及び「地方独立行政法

(会計)

第13条

規程」、

(協議会の機能)

第11条協議会は、以下の事項について審議し、決定する。

規約及び規程の変更

事業計画及び収支予算

事業報告及び収支決算

資産の管理

その他、協議会の運営に関する事項

2 収支決算に関する書類は、事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受けなけ

れぱならない。

(事務局)

第12条協議会の事務局を山形県酒田市あきほ町30番地に置く。



人山形県・酒田市病院機構契約事務取扱規程」を準用する。

2 協議会の事業年度は、 4.月1日に始まり翌年3月3 1日に終わる。

(費用負担)

第14条庄内二次医療圏の情報開示病院及び中核病院を有する市区町村は協議会事務局の運営

業務を支援することを目的として、運営支援費を納入するものとする。

2 費用負担額は、協議会の審議により翌年度分を定めるものとする。

3 協議会事務局は、毎年6月末を目処に当該年度の費用負担額を通知するものとする。

(その他)

第15条この規約に定めのない事項は協議会の議決を経て会長が定める。ただし、協議会を招

集する暇がない場合は、会長が決定し、次の協議会で承認を受けるものとする。

貝1」

この規約は令和3年4月1日から施行する。

この協議会の設立当初の役員は、次のとおりとする。

長佐藤顕

副会長福原晶子

事鶴岡市健康福祉部地域包括ケア推進室監

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部保健企画課

酒田市健康福祉部健康課課長補佐

3 この協議会の設立当初の役員の任期は、第6条の規定に.かかわらず、この協議会の設立の日

から令和4年5月3 1日までとする。

附 貝1」

本規約改定は令和5年7月3日から施行する。

課長補佐

会

附
 
1
 
2



1.委員

酒田地区医師会十全堂

鶴岡地区医師会

庄内医療情報ネットワーク協議会組織構成

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院

鶴岡市立荘内病院

酒田地区歯科医師会

所属団体・機関

鶴岡地区歯科医師会

酒田地区薬剤師会

鶴岡地区薬剤師会

医療法人健友会本間病院

医療法人徳洲会庄内余目病院

鶴岡地区医師会

酒田市ケアマネジャー連絡協議会

鶴岡市介護保険事業者連絡協議会居宅支援事業者部会

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部

会長

酒田市健康福祉部健康課

会長

同左職名

鶴岡市健康福祉部地域包括ケア推進室

病院長

病院長

会長

2

会長

監事

会長

鶴岡市健康福祉部地域包括ケア推進室

会長

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部保健企画課

病院長

酒田市健康福祉部健康課

病院長

3.事務局

山形県酒田市あきほ町3

統合事務局

酒田地区事務局

鶴岡地区事務局

理事

所属団体・機関

医療監(兼)

兼庄内保健所長

課長

室長

0番地に設置する。

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院

同上

鶴岡市立荘内病院

課長補佐

同左職名

課長補佐



ちょうかいネット患者登録件数
<参加施設一覧>

【病院】

NO.

<開示>日本海総合病院・日本海
酒田りハビリテーション病院

2
<開示>本間病院・本間なかまちクリ
ニック・高見台クリニック

施設名

3

[

酒田東病院

5 順仁堂遊佐病院

6 <開示>鶴岡市立荘内病院

7

C 、 JJJ゛

山形大学医学部第二外科

岳青竪鰻数
{人}

熱競合痕卿面,圃}

51,798

9

19 【診療所】

地域

鶴岡協立病院

10

8,523

山大医学部歯科口腔・形成外科

酒田

11

Na

217

鶴岡市立湯田川温泉,ハビリテーション病院

酒田

12

20

、13、・

鶴岡協立りハビリテーション病院

酒田

1
、

」

さとう内科クリニック

21

J

系畢堂疲院φM.娩りどftイ,・'

694

新庄

14

18,240

酒井医院

22

施設名

^^

'

遊佐町

山容会山容病院

15

ほんま内科胃腸科医院

23

山大医学部小児科

鶴岡

23

16

さとう小児科医院

24

<開示>庄内余目病院

山形

17

石沢内科胃腸科医院

1

25

641

<開示>山形県立中央病院

置賜

18

岡田内科循環器科クリ=ツク

26

愛陽会三川病院

鶴岡

25

患者呈母数
ιA)

19

おおたきとどもクリニック

27

2,655

山形県立

山形

菅原外科内科医院

28

3,797

79

1,831

地域

鶴圖

【診療所】

吉田医院

29

1,080

Na

鶴岡

酒田

あいおい皮膚科クリニック

ことろの医療センター

NQ

30

3,390

743

置賜

60

酒田

本間医院

31

40

丸岡医院

酒田

61

酒田

55

近藤内科循環器クリニック

影沢内科医院

5,415

32

41

わたぺクリニック

853

山形

62

酒田

施設名

水戸部クリニック

高木整形外科クリニック

33

施設名

42

庄内町

石黒内科医院

602

63

酒田

満天クリニック

眞田医院

34

43

かめがさき整形外科

613

山形

64

酒田

50

池田外科胃腸科医院

渡邊クリニック

35

1,587

44

三川町

石橋内科胃腸科医院

65

酒田

93

成澤医院

健生ふれあいクリニック

36

45

令和6年3月末日現在

川口耳鼻咽喉科クリニック

120

鶴岡

66

酒田

山本医院

菅原医院

37

46

今泉クリニック

67

患者髭鰻数
(ノ、)

酒田

ほんまクリニック

患者窒鰻数
(人)

ましま内科クリニック'

2

38

47

さくまクリニック

68

酒田

上田診療所

松浦内科医院

39

48

地域

147

阿部医院(温海)

234

69

地域

酒田

295

佐久間医院(櫛引)

さかい往診クリニック

1,970

49

サイトー内科

酒田

233

70

酒田

104

酒田

阿部内科胃腸科医院

NO

50

1,211

2,200

189

森田内科クリニック

酒田

71

酒田

酒田

いくま内科胃腸科クリニック

80

51

酒田

くろき脳神経クリニック

141

71

72

237

鶴岡

鶴岡市国民健康保険上田沢診療所

酒田

冨樫クジニック

釘

1,781

52

太田医院

酒田

629

73

510

酒田

池田内科医院

酒田

岡田医院

82

施設名

53

621

庄内町

松山診療所

鶴岡

127

74

佐藤診療所

酒田

飛島診療所

80

83

5,421

54

1,617

いとうクリニック

酒田

庄内町

75

372

酒田

村山医院

84

しょうない眼科

55

1,276

瀬尾メンタノレクリニック

酒田

20

76

酒田

鶴岡

日本海八幡クリニック

39

三原皮膚科

85

56

大井医院

鶴岡

760

フフ

378

15

酒田

須田内科クリニック

酒田

犬塚医院

86

57

274

あきぼクリニック

鶴岡

78

147

酒田

也者丑鰻数
ι,、)

耳鼻咽喉科たからだクリニック

鶴佃

士田内科医院

87

58

2,350

535

協立大山診療所

酒田

庄内町

79

しんばしクリニック

中目内科胃腸科医院

88

59

庄内町

436

地域

木根淵医院

185

27

温海クリニック

酒田

中村内科胃腸科医院

89

酒田

鶴岡

511

34

谷川内科クリニック

酒田

3

90

NO

380

酒田

鶴岡

109

鶴岡

山原整形外科クリニック

91

6

2,094

425

酒田

鶴岡

89

酒田

みやはらクリニック

92

2,208

鶴岡

酒田

16

福原医院

酒田

90

93

施設名

酒田

酒田

210

67

鶴岡

あい庄内クリニック

2

94

1,286

酒田

鶴岡

55

23

鶴岡

土門医院

95

酒田

鶴岡

197

37

島貫小児科医院

鶴岡

5

96

2,674

鶴岡

酒田

Ⅱ

36

鶴岡

大山内科循環器科クリニック

97 無確立廼饒附夏和斉渉女y

鶴岡

鶴岡

70

鶴岡

愚者塁鹸数
(人)

98 島内科翫勺祥箪ケ慈ゞ鷲叉翫瓢

酒田

9

195

地域

酒田

鶴岡

680

鶴岡

三川

34 遊佐町

酒田

49 酒田

6
、訊型パ.
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、

【歯科1

NO

99 士門歯科医院

100 ぷらす矯正歯科

101

施設名

亀ケ崎歯科医院

102 佐々木歯科医院

103 鈴木歯科医院

104 ふみぞの歯科・矯正歯科

105 富樫歯科医院

106

愚者呈録煮
(ノ、)

寿デンタノレクリニック

107

22

地域

迎田歯科医院

108

12 遊佐町

日吉歯科診療所

109

59

Na

擇田歯科医院

酒田

Ⅱ0

2

119

鼠ケ関番場歯科医院

酒田

111

ふじしま歯科医院

120

4

五十嵐歯科医院

酒田

112

奥山歯科診療所

施設名

石黒歯科・矯正歯科医院

酒田

113 清野歯科医院

鶴岡

Ⅱ4

5

歯科家中新町クリニック

酒田

Ⅱ5

2

大滝歯科医院

酒田

116

7

高橋歯科医院

鶴岡

117

愚毒呈緑数
イ人)

2

毛呂歯科医院

酒田

118

17 鶴岡

ほんま歯科クリニック

地域

【薬局】

【薬局】

鶴岡

NO

鶴圖

NO

庄内町

鶴岡

141

2

121

ハート調剤薬局馬場町店

鶴冏

142

9

かもめ薬局酒田店

122

鶴岡

ゆう薬局

143

施設名

2

ラパス調剤薬局酒田南店

123

施設名

鶴岡

ゆう薬局朝暘店

144

25

ひまわり薬局

124

遊佐町

グリーン薬局みどり町店

145

カイエイ薬局

125

酒田

ゆう薬局西高前店

146

3

日本調剤遊佐町薬局

126

鶴岡

グリーン薬局みさき町店

147

2

ツルオカ薬局

127

鶴岡

共創未来ライラック薬局

皇宅狂鰻数
f/、)

主毒呈母煮
(人)

ゆのはま薬局

128 日本調剤荘内薬局

129

27

地域

地域

【訪問看護STI

にしき調剤薬局

130

4

126

鶴岡

酒田

27

NO

あきほ薬局

131

鶴岡

酒田

148

ツルオカ薬局ゆあつみ店

132

鶴岡

(社)酒田地区医師会訪問看談ステー
ションスワン

26

酒田

149

瀬尾薬局駅東店

24

133

鶴岡

訪問看護ステーションゆざ

酒田

4

150

ハート調剤薬局七日町店

10

134

施設名

酒田

訪問看護ステーションハローナー
ス

遊佐町

151

ハート調剤薬局ひよし店

135

6

鶴岡

リハビリ訪問看護ステーションみ
どり

鶴冏

152

アイン薬局酒田店

136

2

酒田

訪問看護ステーションにこ

鶴岡

153

クスリのフレンズ

137

鶴岡

訪問看護ステーシ.ンひまわり

篠田訪問薬局

154

138

也岩丑保数
{ノ、]

鶴岡

訪問看護ステーションとるて

日本調剤鶴岡南薬局

139

155

酒田

あい薬局松原南店

訪問りハビリテーションいでは

140

19 【福祉施設】

156

583

地域

鶴岡

ハート調剤薬局八幡店

訪問看護ステーションらいふ

157

酒田

91

捕田

19

訪問看護ずっと

NO

158

遊佐町

579

鶴岡

ワン・ライフ訪問看護りハビリス
テーションサテライト酒田

167

159

310

鶴佃

鶴岡

いのちの華訪問看護ステーショ

在宅介護支援センタ】かたばみ荘

168

3

160

ン

330

サン・シティ
P

鶴岡

酒田

ラポーノレ訪問看護ステーショ

169

4

施設名

161

400

鶴岡

鶴岡

60

多機能こうらく

170

訪問看護ステーション澄花

162

指定居宅介護支援事業

庄内町

321

鶴岡

さふらん酒田南店

171

訪問看護ステーションやわた

163

鶴岡

鶴岡

居宅介護支援事業所幸楽荘

172

訪問看護ステーションきずな

9

164

3

酒田

229

鶴岡

酒田市地域包括支援セン,ーやわた

訪問看護ステーションやまごや

173

165

居宅介護支援事業所
祉協議会

酒田

患店呈鰍数
ι人)

酒田

訪問看護いつき

81

166

174

酒田

訪問看護ステーションアムザ酒田

多機能さくら松山

73

175

4

地域

12

酒田

27

指定居宅介護支援事業所ゆたか

176

317

酒田

酒田市地域包括支援センター
くちょう

鶴岡

86

17フ

酒田

酒田市社会福

酒田

庄内町社会福祉協議会
センターほほえみ

178

酒田

136

鶴佃

5

庄内町地域包括支援センター

179

122

酒田

酒田

26

多機能型介護ステーションぬくもり

180

酒田

16

酒田市地域包括支援センター
けぼの

鶴岡

4

181

259

酒田

鶴岡

さくらホーム居宅介護支援事業

2

182

介護支援

酒田

酒田市地域包括支援センター
つやま

鶴岡

は

183

3 酒田

酒田市地域包括支援センター
いだ

酒田

184

酒田

ケアプランセンター

185

酒田

みすみ指定居宅介護支援事業所

186

庄内町

あ

シェ・モワ介護支援サービス

3 庄内町

3 酒田

ま

3

ソラーナ

204

酒田

109

酒田

120

酒田

酒田

82 庄内町

325 酒田

3 酒田

こ



【福祉施設】

NO.

187 あずま指定居宅介護支援事業所

188 酒田市地域包括支援センター
がし

189

施設名

居宅介護支援事業所
らた

190 丸岡医院居宅介護支援事業所

191 ケアプランセンタ[ゆうすい

192 居宅介護支援事業所樫の木

193
医療法人徳洲会
ター

194

邑毒呈録煮
ιノ、)

ケアステ】ションあ

多機能さくら遊佐

195

地域

パワーリハデイサービス酒田

196

38

ケアプランセンターみずほ

酒田

197

徳田山介護セン

Na

多機能施設樫の木

酒田

198

2

207

介護老人保健施設
センター

酒田

JA庄内みどりデイサービス結
い・なかひらた

199

18

208

居宅介談支援亦業所キャット

酒田

200

永寿荘居宅介護支援センター

209

施設名

介護老人保健施設
ター

遊佐町

201

51

永寿荘地域包括支援センター

210

遊佐町社会福祉協議会
護支援事業所

酒田

202

協立ケアプランセンターふたば

2Ⅱ

2

余目徳洲苑介護

酒田市地域包括支援センターほくぶ

酒田

203

協立ケアプランセンターわかば

9

212

ライフケア黒森指定居宅介誰支援
事業所

遊佐町

204

居宅介護支援事業所なの花荘

213

あかね介護セン

ケアサービス鳥海

酒田

205

居宅介護支援センター愛寿園

患者呈緑数
(人)

214

2

ケアプランセンター明日葉

酒田

206

居宅介護支援センターであい

215

5

指定居宅介

JA庄内みどり
、、

117

地域

酒田

【老健ほか】

14

ケアプランセンターふきのとう

2】6

庄内町

酒田

NO.

指定居宅介護支援事業所澄花

217

NO.

150

酒田

240

庄内たがわ農業協同組合曙宅介護
支援事業所)

鶴岡

218

227

2

庄内町

介護老人保健施設

241

鶴岡市農業協同組合福祉サービス
(居宅介護支援事業所)

多機能ハウス結

鶴岡

17

2

219

山水園指定居宅介護支援事業所

228

遊佐町

介護老人保健施設

242

鶴岡

なえづ居宅介護支援センター

施設名

220

5

居宅介護支援事業所はな

229

3

施設名

老人保健施設明日葉

酒田

243

鶴冏

24

在宅介護支援センターうらら

居宅介護支援センターにこ

221

230

三川町

介護老人保健施設みずばしょう

酒田

244

26

とようら居宅介護支援センター

222

ラポーノレケアプランセンター

231

3

介護老人保健施設徳田山

酒田

245

鶴岡

居宅介護支援センターおおやま

223

ニチイケアセンター酒田

シェ・モワ

232

8

介護老人保健施設

酒田

246

鶴岡

ケアプランセンターひだまり

224

うらら

グループホームこうらく

233

7

遊佐町

介護老人保健施設あかね

247

指定居宅介護支援センター
かみじ荘

鶴岡

連者峯保煮
tメ、)

くしびき居宅介護支援センター

225

是青豊緑数
イA)

234

5

障がい者支援施設月光園

248

鶴岡

にじの輪指定居宅介護支援事業

99

居宅介護支援センターふれあい

226

235

20

425

地域

介護老人保健施設余目徳洲苑

北のかがやき小規模多機能型居
宅介誰支援事業所

249

鶴岡

地域

地域包括支援センターはぐろ

236

2

376

庄内町

酒田

ト樫の木コンフオー

250

鶴岡

22

ほの力、

居宅介護支援事業所いつき

237

NO

2

150

デイホーム眺海

酒田

251

JAみどり福祉センター居宅介護支
所

鶴岡

167

酒田

14

238

581

特別養護老人ホーム寿康園

酒田

252

三川町

小規
とわ

酒田

48

239

1,166

模多

介護老人保健施設かけはし

鶴岡

253

鶴岡

酒田

6

施設名

特別養護老人ホーム
ホーム

596

機能型居宅介護施設さ

酒田

254

鶴岡

酒田

15

H

町

848

特別養護老人ホーム永寿荘

鶴岡

255

鶴岡

酒田

3

4

庄内町

特別養護老人ホームソラーナ

256

鶴岡

鶴岡

30

4

軽費老人ホーム
さと

遊佐町

409

257

鶴岡

酒田

.

特別養護老人ホーム
グランマ

庄内町

258

71

酒田

鶴岡

患岩証鰻数
ι」、]

さくら

特別養護老人ホーム幸楽荘

酒田

259

86

鶴岡

71

特別養護老人ホームライフケア
黒森

185

地域

酒田

酒田

【その他】

ケアハウスふる

酒田

酒田

6

3

Na

麹

鶴岡

22

グランパ・

260

酒田

<開示>鶴岡地区医師会(N.t4の

261

鶴岡

<開示>やまがた健康推進機構検
診センター

34

262

施設名

庄内町

ちょうかいネット鯛剤情報共有シス
テム

263

酒田

山形県庄内保健所

5 酒田

テスト山形ちょうかいクリニック

酒田

テスト山形ちょうかい病院

酒田

是宅畳録註
UO

4

地域

6

578

鶴岡

3,205

酒田

938

酒田

7

2

三

ひ
.



(様式例第18)

委員会の開催回数

委員会の開催の実績

令和5年度

開催日

場所

内容

第1回北庄内地域医療連携推進協議会

令和5年6月9日(金) 18:30~19:00

ホテルリッチ&ガーデン酒田

協議(1)会長・副会長の選任について

(2)事業の実績について

・紹介率、逆紹介率について・救急患者数について

・医療機器の共同利用について

(3)令和5年度協議会開催予定について

(3)その他

・ちょう力北、ネット登録数について

委員会における議論の概要

4回

出席人数

2 令和5年度

開催日

場所

内容

委員16名

第2回北庄内地域医療連携推進協議会

令禾口5年10月24日(火) 18:30~19:00

ホテル,りツチ&ガーデン酒田

協議(1)事業の実績について

・紹介率、逆紹介率について・救急患者数について

・医療機器の共同利用について

(2)その他

・ちょうかいネット月別登録患者数について

事務局4名

出席人数

3 令和5年度

委員15名

開催日

場所

内容

第3回北庄内地域医療連携推進協議会

(庄内地域医療情報ネットワーク研究会へ合同参力の

令和5年11月12日細) 14:00~15:45

鶴岡メタボロームキャンパスレクチャーホーノレ

事務局4名

講演

座長

講師

鶴岡市立荘内病院病院長

佐渡総合病院病院長

鈴木

佐藤

聡氏

賢治氏



4 令和5年度

開催日

出席人数

第4回北庄内地域医療連携協議会

令禾口6年3月5日(火) 18:30~19:00

ビデオ通話(zoom)による開催にて実施

協議(1)事業の実績について

・紹介率、逆紹介率について・救急,患者数について

・医療機器の共同利用について

(2)その他

・ちょうかいネット月別登録患者数について

医・歯・薬・介護福祉・行政関係従事者 48名(委員含む)

内容

(注)

出席人数

委員会の開催回数及び議論の概要については、前年度のものを記載すること。

委員16名 事務局4名



(名称)

第1条

帽的)

第2条北庄内地域の医療機関が相互に連携し、病診連携並びに病病連携の推進を図ることにより、

地域住民へ質の高い医療サービスを提供する方策を検討協議する。

この協議会は、北庄内地域医療連携推進協議会(以下「協議会」という。)という。

北庄内地域医療連携推進協議会規約

(協議)

第3条協議会は前条の目的達成のため、次に掲げる事項を協議し、地域医療支援病院ほか、各関

係機関等へ提言を行う。

(1)医療機能の分担、医療情報の共有化、診療情報提供書や地域連携パス等の活用による紹介及

び逆紹介の推進に関する事項。

(2)施設及び医療機器の共同利用の推進に関する事項。

(3)その他医療連携に関する事項。

ア地域の医療従事者に対する研修実施について。

イ救急医療の提供について。

ウ諸記録の管理・閲覧について。

(構成)

第4条協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 会長は、協議会委員から委員の互選をもって選出する。

3 副会長は会長が指名する。

4 委員の任期は、 2年とする。再任を妨げないものとする。また、委員が欠け補欠の委員が就任

した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務)

第5条会長は会務を総理し、会議の座長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議の開催)

第6条協議会は年4回開催し、会長が召集する。

2 協議会に必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条協議会に事務局を設置する。

2 協議会の庶務は、日本海総合病院医事課が処理する。

(委任)

第8条

附則

この規約は、平成2

(平成26年4月

この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項については、会長が別に定める。

4年9月4日から施行する。

1日一部改正)



(様式例第19)

患者相談を行

う場"〒

患者相談の実績

^

^

趣今^,・^・'

^

^

主として患者相談を行った者(複数回答可)

【木蹄炎内容】

呂1絲氏のとおり

^

^

n蒜じた対策】

①各外来、各入院棟及び入退院支援センター等に患者相談窓口に関するり一フレットを

配置(年間1200音のし>患者相談窓口の周知に努めた。また行政機関や市立図書館に

もり一フレットを設置し、地域住民に対しても周知を行った。

^

^

各病棟)

13,824 件

患者相談の概要

^

②入院患者から相談希望が聞かれた際は、病棟看護師や入退院支援センター退院支援看

護師が医療福祉相談員に連絡を取り>患者情報の収集と相談に応じた。

^

^

③入退院支援センターにおける入院説明時に患者から医療費等の相談依頼があった際

は、医療福祉相談員に連絡を取りすみやかに相談に応じた。

④外来患者が診察時に相談したい旨の依頼があった場合は、医師や外来看護師が医療福

祉相談員に連絡を取り相談に応じた。

^

⑤関係機関(他病院、診療所、行政やケアマネジャー等)から連絡があった場合には、

院内関係者とやり取りを行い、院内外の連携強化に努めた。

⑥院内職員向け研修会等を行い>患者相談窓口を利用できる体制整備に努めた。

(注)患者相談の概要については、相談内容を適切に分類し記載するとともに、相談に基づき講

じた対策等があれば併せて記載すること。また、個人が同定されないよう配慮すること。



(様式第2の

1

①病院の機能に関する第三者による評価の有無

病院の機能に関する第三者による評価

その他の地域医療支援病院に求められる取組みに関する書類(任意)

令禾叫年2月に日本医療機能評価機構から主たる機能「一般病棟2」

3rdG : ver.2.のに認定された。

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があるこ
と。

2 果たしている役割に関する情報発信

①果たしている役割に関する情報発信の有無

・情報発信の方法、内容等の概要

ホームページの充実による病院情報の発信

患者、地域住民向け及ぴ関係者向けに広報誌「あきほ」を年間4回発行し、病院機構の施設整

備の状況や治療に関する情報等の発信

3

①退院調整部門の有無

退院調整部門

・退院調整部門の概要

《入退院支援センター》

自宅への退院:ケアマネージャー依頼・情報提供・情報交換、福祉サービス利用の相談・調整、

開業医・訪問看護ステーションへの橋渡し、開業医への診療情報提供書の依頼、

サービス利用の為の診断書の依頼、各事業所へ情報提供・情報交換、

病棟看護師と連携と退院指導

施設入所・転院:施設の説明・入所手続きの説明、診療情報提供書・診断書の依頼、

施設相談員との情報交換、施設相談員からの窓口(入所・転院日時調整)

(機能種別版評価項目

有 佃f
ノ、、、

4

①地域連携クリティカルパスの策定

地域連携を促進するための取組み

・策定した地域連携クリティカルパスの種類・内容

地域連携クリティカルパス【大腿骨近位部骨折、5大がん、脳卒中、前立腺がん】

・地域連携クリティカルパスを普及させるための取組み

地域連携クリティカルパスの策定について、地域の複数の医療機関同士で、それぞれの医療機関

の役割・治療内容をまとめ、医療内容を標準化することで効果的な医療を提供している。脳卒中地

域連携クリティカルパスでは、入院時から病気のことを身近にとらえてもらえるよう、冊子「私の

カノレテ」をお渡しし、栄養指導時など冊子を用いて説明している。

有・無

有 虫圧
ノ、、、

有・無


